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※網掛けは福島県総合計画と共通する指標です。

No 指標名 定義 目標値設定の考え方

R1 37 ％

R12 75 ％以上

R2 71.5 ％

R12 93 ％以上

R2 6,004 ｈａ

R12 8,000 ｈａ以上

R2 21 億円

R12 100 億円以上

－ 億円

R12 80 億円以上

R1 290 億円

R12 400 億円以上

R1 98.43

R12 100 以上

R2 93.97

R12 100 以上

R2 90.58

R12 100 以上

No 指標名 定義 目標値設定の考え方

R2 7,146 経営体

R12 8,500 経営体以上

R1 746 法人

R12 1,100 法人以上

R3 233 人

R12 340 人以上

R2 95.7 ％

R12 100 ％

R2 78 人

R12 140 人以上

R12 75 ％以上

R12 累計 100 人以上

R2 577 経営体

R12 500 経営体以上

R2 1,515 件

R12 5,120 件以上
18 農業経営収入保険への加入件数

農業経営収入保険に加入した農業者等の件
数

16 沿岸漁業新規就業者数
沿岸漁業及び沖合底びき網漁業の新規就業
者数。本格的な操業に向けた取組を開始した
令和３年以降の累計

― （75※）　人
※H23～R2累計（参考）

２　林業担い手の確保・育成

14 新規林業就業者数 １年間に新たに林業の職に就いた人数
森林の再生・整備の拡大や木材産業等の素材生産増加
等を見据え、必要な林業就業者数を2,300人と設定。こ
の人数を維持するために必要な人数を算出

３　漁業担い手の確保・育成

R12時点で500経営体を維持するためには、本格的な操
業に向けた取組を開始したR3からR12の10年間におい
て100人以上の新規就業者が必要となる

17 漁業経営体数 沿岸・沖合・遠洋漁業の経営体数の合計
現況値の590経営体を基準に、漁業就業者の年齢階
層スライドと、自然減少を基に算出

15 新規林業就業者の定着率 新規林業就業者の就業３年後の定着率
本県の定着率（直近3年平均54.7％）、緑の雇用の全国
平均定着率（71.2％）及び林業アカデミーふくしまの長期
研修生の定着率見込み（100％）を基に算出

― （54.7※）　％
※H27～H29平均（参考）

8 県産農産物価格の回復状況（もも）
全国平均価格に対する県産ももの平均価格の
回復状況

9

11 農地所有適格法人等数
農地法に基づく農地所有適格法人数、
認定農業者である法人の実合計

12

県産農産物価格の回復状況（牛肉）
全国平均価格に対する県産牛肉の平均価格
の回復状況

第２節　多様な担い手の確保・育成

１　農業担い手の確保・育成

上段：現況値
下段：目標値

新規就農者数
新たに農業を職業として選択し、年間１５０日
以上の農業従事を予定している者

農業経営基盤強化促進法に基づき策定された市町
村基本構想の新規就農者育成目標数値に、法人等
での雇用就労者数を加算

13 新規就農者の定着割合
独立・自営就農した者のうち認定新規
就農者の就農５年後の定着割合

100％定着を目指す

第１節　東日本大震災・原子力災害からの復興の加速化

１　生産基盤の復旧と被災した農林漁業者等への支援

6
福島イノベーション・コースト構想
対象地域における農業産出額

イノベ区域15市町村の農業産出額の合計
浜通り地域等における先端技術の普及や避難地域等の
営農再開の加速により、県全体の農業産出額の伸び率
(15％)を上回る生産額の増加を目指す

4 沿岸漁業生産額
沿岸漁業及び沖合底びき網漁業の属地生産
額

震災前（H22・92億円）を上回る生産額への回復を目
指す

２　避難地域等における農林水産業の復興の加速化

5
避難地域12市町村における農畜産物
及び加工品の年間産出額

福島県高付加価値産地展開支援事業に位置
付けられた農畜産物の販売額及び整備した加
工施設の製品の出荷額の合計

事業で計画している、水稲（パックご飯含む）や加工
用野菜、花木、畜産等の出荷額を積算

上段：現況値
下段：目標値

1
営農が可能な面積のうち営農再開した
面積の割合

原子力被災12市町村における営農が可能な面
積のうち営農再開した面積の割合

震災後の営農再開面積の増加傾向等に、福島県高
付加価値産地展開支援事業による取組等を加味し
試算

2
放射性物質対策が完了したため池の
割合

放射性物質対策が完了したため池の割合
帰還困難区域のある5町村の7割、その他の市町村
においては全てのため池での対策完了を目指す

3 森林整備面積
１年間に植栽、下刈り、除伐、間伐等の森林整
備を実施した面積

直近の森林資源の状況や新たな森林管理システム
等による取組拡大を踏まえて算出

３　風評の払拭

7 県産農産物価格の回復状況（米）
全国平均価格に対する県産米の平均価格の
回復状況

令和７年までに震災前の価格水準に回復（＝指数
100）することを目指す
（数値は、震災前の全国平均価格に対する県産農産
物価格の割合を100とした場合の現在の水準）

10 認定農業者数
農業経営強化促進法に基づき、市町村等で認
定された農業経営改善計画数(経営体数）

担い手への農地集積率（目標75%）と担い手のうち認定

農業者が担う割合（直近実績80%）を踏まえ、本県の耕
地約134,000ha（R12）の6割を認定農業者が担うことを目
指す

法人化への移行の目安となる、販売金額1,000万円
～1,500万円層の農業者の約８割を法人へ誘導

近年の加入件数や類似する制度からの移行状況を
勘案し、主業農業経営体数7,303経営体（2020農林業
センサス）の7割の加入を目指す

４　経営の安定・強化
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No 指標名 定義 目標値設定の考え方

R2 37.5 ％

R12 75 ％以上

R2 73.0 ％

R12 78 ％以上

－ ｈａ

R12 累計 63,356 ｈａ以上

R2 6,766 km

R12 8,860 km以上

R1 907 千㎥

R12 1,350 千㎥以上

R1 15 件

R12 累計　20 件以上

R12 累計　315 件以上

R2 16 ％

R12 30 ％以上

R2 14 魚種

R12 50 魚種以上

No 指標名 定義 目標値設定の考え方

R2 680 経営体

R12 1,800 経営体以上

R1 39,877 人

R12 56,000 人以上

R1 91.2 ％

R12 100 ％

－ ％

R12 100 ％以上

R2

R12 589 円/kg以上

R2 2,139 円/kg

R12 3,008 円/kg以上

R2 2,481 店舗

R12 3,000 店舗以上

H29 33 ％

R12 100 ％以上

R3 54.6 ％

R12 70 ％以上

R2 227 百万円

R12 300 百万円以上

36
県産の食材を積極的に購入すると回答
した県民の割合

県政世論調査における意識調査項目
県産農林水産物の放射性物質対策の継続、安全性
の情報発信等を通じ、積極的に購入する県民の増加
を目指す

37 県産農産物の輸出額
県内の農業団体等が輸出向けに出荷した県産
農産物（米、果物、牛肉、野菜、花き等）の金
額

近年の輸出額の動向を踏まえて、毎年７百万円程度
増加させることを目指す

34 県産米の県外での定番販売店舗数
県産米の県外量販店等での定番販売
店舗数

首都圏、近畿圏、中京圏、北海道を中心とした販路
拡大の取組を推進し、定番販売店の拡大を図る

35
県内公設市場における県産水産物取
扱量の回復割合

福島市及びいわき市公設市場における
県産水産物取扱量の回復割合

震災前の取扱量への回復を目指す

全国の取引価格と同水準への回復を目指す。
目標価格は、近年の価格動向を踏まえ推計

33 銘柄「福島牛」の取引価格
東京都中央卸売市場における銘柄「福島牛」
の取引価格

全国の取引価格と同水準への回復を目指す。
目標価格は、近年の価格動向を踏まえ推計

３　消費拡大と販路開拓

２　戦略的なブランディング

31
「福､笑い」と全国高級ブランド米との価
格比

「福､笑い」取扱店舗での全国高級ブランド米と
の価格比

首都圏百貨店等における、他産地高級ブランド米と
同等の販売金額

32 ももの取引価格
東京都中央卸売市場における県産ももの平均
単価

        484 円/ｋｇ

(H28～R2平均値)

第４節　需要を創出する流通・販売戦略の実践

１　県産農林水産物の安全と信頼の確保

上段：現況値
下段：目標値

28 第三者認証GAP等を取得した経営体数
第三者認証ＧＡＰ（GLOBAL G.A.P.、ASIA
GAP、J GAP）及びふくしま県GAPを個人又は団
体で取得し、実践している経営体数

「ふくしま。GAPチャレンジ宣言」の考え方を踏まえ、
農産物販売金額1,000万円以上の農業経営体数の
過半で認証取得を目指す

29 内水面遊漁者数 県内の河川漁場への遊漁者数
震災前の遊漁者数への回復を目指す（R12時点でも
再開の見通しが立たないことが想定される漁場を除
く）

30
食品表示法に基づく生鮮食品の適正表
示割合

食品表示法に基づき適正に表示されているこ
とを確認した生鮮食品の割合

適正表示１００％を目指す

全作付面積に占める県オリジナル品種の作付
面積の割合

県オリジナル品種（水稲、そば、アスパラガス、イチ
ゴ、リンドウ、モモ、リンゴ、日本ナシ、ブドウなど）の
面積拡大を目指す

27
水産試験研究機関が開発した技術の
導入魚種数

開発した資源管理技術等が導入されている魚
種の数（研究成果の件数も含む）

沿岸漁業の主要な魚種での技術導入を目指す

４　戦略的な品種・技術の開発

25
農林水産試験研究機関が開発した技
術件数

当該年度に終了した試験研究課題のうち「普
及に移しうる成果」等の数

― （265※） 件
※H24～R2累計（参考）

過去3年間の実績（平均35件／年）を基に算出

26 オリジナル品種等の普及割合

公共建築物等への県産材利用及び集成材工場稼働等による製

材用素材生産量の増加、木質バイオマス発電施設稼働による
チップ用素材生産量の増加見込みを基に算出

３　漁業生産基盤の整備

24
復旧した漁場等の生産力の発揮に取り
組んだ団体数

復旧・利用再開した漁場や魚礁等の管理等を
行った団体数

現在の取組を維持していくため、概ね現状の団体数
の確保を目指す

２　林業生産基盤の整備

22 林内路網整備延長 民有林内の林道及び作業道の整備延長
森林整備実施における林道開設・延長（25ｍ/ha以
上）、作業道整備・延長（50～160ｍ/ha以上）を合わ
せた距離

23 木材（素材）生産量 １年間に生産される木材（素材）の量

耕地面積の75％が意欲ある担い手に集積・集約化する
ことを目標とする（国目標80％に対し、本県の果樹・園芸
経営の構成を考慮し75％とした）

20 ほ場整備率
農振農用地の水田で、ほ場整備事業等により
整備された面積の割合

市町村等から要望があった約4,000haの農地を、R12
までに計画的に整備し、完了する面積の農振農用地
に対する割合

21
補修・更新により安定的な用水供給機
能が維持される面積

補修・更新により安定的な用水供給が維持さ
れる面積

受益面積（団体営事業35,403ha、県営事業
16,568ha、国営事業11,385ha）の合計

上段：現況値
下段：目標値

19 担い手への農地集積率
耕地面積に対する担い手へ利用集積された農
用地面積の割合

第３節　生産基盤の確保・整備と試験研究の推進

１　農地集積・集約化の推進と農業生産基盤の整備

 
400 
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No 指標名 定義 目標値設定の考え方

R1 2,086 億円

R12 2,400 億円以上

R1 822 億円

R12 765 億円以上

R1 806 億円

R12 993 億円以上

R1 435 億円

R12 616 億円以上

R2 2,751 経営体

R12 3,500 経営体以上

R1 106 億円

R12 152 億円以上

R1 4,665 ｔ

R12 7,100 ｔ 以上

H30 97 億円

R12 200 億円以上

R2 525 経営体

R12 950 経営体以上

R2 103 経営体

R12 240 経営体以上

R2 364 経営体

R12 570 経営体以上

R2 58 経営体

R12 140 経営体以上

R2 50 ％

R12 60 ％以上

R2 1,500 kg/10a

R12 1,900 kg/10a以上

R2 26.6 頭

R12 38 頭以上

R2 40.1 頭

R12 74 頭以上

R2 15 ％

R12 32 ％以上

R2 184 ｈａ

R12 累計 6,250 ｈａ以上

R3 22.9 ％

R12 37 ％以上

R2 58 百万円

R12 145 百万円以上

R2 136 ％

R12 100 ％以上

R2 2,957 ｈａ

R12 6,000 ｈａ以上

－ 件

R12 累計 10 件以上

スマート農業等を導入した大規模稲作経営体
（20ha以上）の数

60
地球温暖化等の気候変動に対応した
農産物の生産技術の開発件数

「普及に移しうる成果」及び「参考となる成果」
のうち、気候変動に対応した技術の数

毎年度１件の試験研究成果を目指す

高品質米の「福､笑い」や多収性で栽培しやすい「天
のつぶ」などを中心に栽培拡大を図る

57 花きの輸出額
花きの主要卸売市場における県産花きの輸出
金額の合計

県産農産物の輸出額目標（2.5倍）を踏まえ、同等以
上の輸出額増大を目指す

58
消費地市場における県産水産物の平
均単価回復割合

東京都卸売市場における福島県産水産物の
平均単価回復割合

県産水産物の取扱量が震災前の水準に回復・維持
されている状況で、震災前の水準を上回る平均価格
を目指す

55
森林経営管理権集積計画の作成
面積

森林経営管理制度に基づく経営管理権集積計
画の作成・公告による経営管理権の設定面積

制度を導入する森林のうち、意向調査結果及び市町
村へ経営管理を委託する割合（全国的な傾向）等を
基に算出

３　産地の競争力強化

56
水稲オリジナル品種の作付面積
割合

種子注文数量に基づく推計作付面積に占める
県オリジナル品種の作付面積の割合

59 有機農業等の取組面積
有機J AS認証面積、特別栽培認証面積、米の
特別栽培（ガイドライン）面積の合計

全国の有機農業の取組面積の推移等を踏まえ、これ
を上回る面積の拡大を目指す

スマート農業等を導入した園芸経営体数 園芸経営体の約１割で導入を目指す

53 県内酪農家１戸当たりの飼養頭数
搾乳を目的として飼養している牛における酪農
家１戸あたりの飼養頭数

省力技術の導入を推進するとともに、避難地域等に
おける大規模酪農施設の稼働や営農再開を通じ、規
模拡大を図る

54 森林経営計画認定率
地域森林計画対象森林面積に占める森林経
営計画認定面積の割合

国が目標とする増加割合を基に算出

51 ももの10a当たりの生産量 ももの10a当たりの生産量
病害虫対策や改植等の推進を図り、過年度実績の
最大値を目指す

52 県内肉用牛農家１戸当たりの飼養頭数
肉専用種及び肉用に利用する牛における農家
１戸当たりの飼養頭数

省力技術の導入を推進するとともに、避難地域等に
おける繁殖雌牛の受託施設整備や営農再開を通じ、
規模拡大を図る

45 海面漁業・養殖業産出額 海面漁業及び養殖業産出額（属人）の合計
沿岸漁業に、沖合・遠洋・養殖分の産出額を合算し、
現況からの倍増を目指す

２　産地の生産力強化

46 スマート農業技術等導入経営体数
水稲（大規模経営体）・園芸・畜産おける
スマート農業等技術の導入経営体数

49
スマート農業技術等を導入した畜産経
営体数

スマート農業等を導入した畜産経営体数
大規模畜産経営を中心に導入を推進するとともに、
県が開発したAI肉質評価システムの活用を推進し、
増加を目指す

50
夏秋きゅうり栽培における施設化
割合

夏秋きゅうり栽培に占める施設化割合 年間約１％の増加を目指す

経営品目・規模等に応じた技術の導入を推進し、大
規模農場では概ね技術の導入を目指すなど、現況の
２倍の経営体での活用を目標に設定

47
スマート農業技術等を導入した大規模稲
作経営体数

大規模稲作経営体の約９割で導入を目指す

48
スマート農業技術等を導入した園芸経
営体数

栽培きのこ生産量
菌床しいたけ、なめこの生産施設の整備、原木しい
たけの生産再開などによる生産量の増加を目指す

41 　　農業産出額（畜産）
肉用牛、乳用牛、豚、鶏及びその他畜産物の
販売金額の合計

省力化技術の導入等による肉用牛・乳用牛の増頭を
推進し、販売金額の増加を目指す

42
農産物販売金額1,000万円以上の
農業経営体数

農産物販売金額1,000万円以上の経営体数の
合計

農業産出額や生産構造が近似する県の増加率（5年→
約110%）を上回ることを目指す。（R8までは75経営体／
年、R9～R12は100経営体／年の増加）

第５節　戦略的な生産活動の展開

１　県産農林水産物の生産振興

上段：現況値
下段：目標値

38 農業産出額
1年間に、生産された農産物の販売金額の合
計

避難地域等の営農再開、風評払拭とブランド力の向上の
他、規模拡大、品質の向上等を図り、震災前（H22年
2,330億円）を上回る農業産出額を目指す

39 　　農業産出額（穀類）
米、麦類、豆類及びそばの販売金額の
合計

主食用米の需要減少を踏まえ、大豆、飼料用米、園芸作
物等の戦略作物の計画的導入と安定生産を目指す

40 　　農業産出額（園芸）
いも類、野菜、果実、花き及び工芸作物の販
売金額の合計

主力野菜の施設化・規模拡大、果樹の計画的な改植・
規模拡大等を推進し、販売金額の増加を目指す

43 林業産出額
木材（素材）、栽培きのこ及びその他（薪、木炭
等）の産出額合計

直近の生産量に、新たに稼働した工場や生産施設に
よる増産が見込まれる製材や木材チップ、栽培きの
こ等の生産量を加味し算出

44 栽培きのこ生産量

1,700 

300 

1,160 

240 
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No 指標名 定義 目標値設定の考え方

R3 86.1 ％

R12 95 ％以上

R2 114,918 人

R12 170,000 人以上

R2 51 ％

R12 57 ％以上

R12 累計 4,500 ｈａ以上

R2 12,735 人

R12 12,000 人以上

R2 198,391 千円

R12 90,000 千円以下

R3 4 箇所

R12 124 箇所以上

R3 1,097 集落

R12 1,179 集落以上

R1 447 億円

R12 570 億円以上

R1 631 千ｔ

R12 900 千ｔ 以上

防災重点農業用ため池1,414箇所のうち、早急に対策が
必要な優先度の高い124箇所全てについて、「防災重点

農業用ため池に係る防災工事等の推進に関する特別措
置法」期間中の工事着手を目指す

68 治山事業により保全される集落数
治山事業の実施により山地災害防止機能が確
保された集落数

福島県治山事業実施方針で目標とする、保全される
集落数の増加箇所数を基に算出

４　地域資源を活用した取組の促進

69
農産物の加工や直売等の年間販売金
額

農業生産関連事業の販売金額 全国上位県の年間販売額水準への増加を目指す

70 木質燃料使用量
県内木質バイオマスエネルギー利用施設にお
ける木質燃料使用量

今後の木質バイオマス利用施設の整備を見込み、当
該施設での使用量分を現況値に加算

65
河川・湖沼の漁場環境保全等に取り組
む人数

河川・湖沼の多面的機能の維持・発揮に関わ
る内水面漁業協同組合の組合員（正・准）数

現状では減少傾向であるものの、維持を図る

３　快適で安全な農山漁村づくり

66 野生鳥獣による農作物の被害額 野生鳥獣により被害を受けた農作物の被害額

63
地域共同活動による農地・農業用水等
の保全管理面積の割合

農業振興地域内の農用地等の面積のうち共同
活動により保全管理された農地・農業用水等
の面積が占める割合

多面的機能支払制度や中山間地域等直接支払制度
を推進し、取組面積の拡大を目指す。目標値は、直
近5箇年の推移を基に算出

64 遊休農地の解消面積
「遊休農地に関する措置の状況に関する調査」
による遊休農地解消面積

過去10年間の遊休農地解消面積の実績を基に算出

国の鳥獣被害防止対策の方針等を踏まえ、被害額
（基準：令和元年度179,326千円）の半減を目指す

67 防災重点農業用ため池整備着手数
防災工事等推進計画に基づき安全性を確保す
る工事に着手した防災重点農業用ため池の数

令和3年度の意識調査において「どちらでもない」と回
答した県民の割合を現況値に加えた数値

62 森林づくり意識醸成活動参加者数
森林づくりや緑化活動、森林環境学習活動等
への参加者数

新型コロナウイルス感染症拡大の影響で減少した参
加者数を、過去5年間の水準まで回復させる

２　農林水産業・農山漁村が有する多面的機能の維持・発揮

第６節　活力と魅力ある農山漁村の創生

１　農林水産業・農山漁村に対する意識醸成と理解促進

上段：現況値
下段：目標値

61
自然と伝統が残る農山漁村地域を大切
にしたいと思う県民の割合

県政世論調査における意識調査項目

     　―　ha

（参考：R2実績 430ha）
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年月日 審議会開催等［ 主な検討内容］  

平成 31 年 ４ 月～ 農林水産部次期計画検討チーム設置 

（ 前計画の総点検や新し い計画策定に係る たたき 台の検討等、 計 8 回開催）  

令和元年 9 月 2 日 福島県農業振興審議会〔 福島県農林水産業振興計画策定について諮問〕  

12 月 3 日 福島県森林審議会〔 福島県農林水産業振興計画策定について諮問〕  

令和 2 年 1 月 20 日 福島県農業振興審議会〔 全体概要・ 構成等について〕  

１ 月 31 日 福島県水産業振興審議会〔 福島県農林水産業振興計画策定について諮問〕  

2 月 10 日 農林事務所企画部長 会議〔 地方計画の策定等について〕  

6 月 ※審議会延期【 福島県総合計画の策定時期が R2.12 から R3.9 へ延期】  

9 月 1 日 福島県水産業振興審議会〔 計画骨子案について審議〕  

9 月 2 日 福島県農業振興審議会〔 計画骨子案について審議〕  

9 月 23 日 福島県森林審議会〔 計画骨子案について審議〕  

9 月 ～計画策定ス ケジュ ールの見直し ～ 

審議会から の答申（ 予定）： 令和 2 年度中から 令和 3 年度へ変更 

10 月 30 日 農林水産業者等と の意見交換会 

（ 11 月 19 日ま で、県内 9 箇所で 63 名の農林水産業者等と の意見交換を実施） 

令和 3 年 1 月 19 日 福島県森林審議会〔 計画原案について審議〕  

1 月 20 日 福島県水産業振興審議会〔 計画原案ついて審議〕  

1 月 22 日 福島県農業振興審議会〔 計画原案について審議〕  

3 月 23 日 福島県水産業振興審議会〔 中間整理案について審議〕  

3 月 25 日 福島県農業振興審議会〔 中間整理案について審議〕  

3 月 26 日 福島県森林審議会〔 中間整理案について審議〕  

6 月 14 日 県民意見公募（ パブリ ッ ク ・ コ メ ント ）  

（ 令和 3 年 7 月 13 日ま で 1 箇月間）  

6 月 14 日 各市町村・ 農林水産業関係団体等への意見照会 

7 月 5 日 関係機関・ 関係団体等と の意見交換会 

（ 7 月 19 日ま で、 県内７ 地方で 61 名の関係者等と の意見交換を 実施）  

8 月 30 日 福島県水産業振興審議会〔 計画案について審議〕  

9 月 1 日 福島県森林審議会〔 計画案について審議〕  

9 月 8 日 福島県農業振興審議会〔 計画案について審議〕  

10 月 25 日 福島県水産業振興審議会〔 答申案について審議〕  

11 月 1 日 福島県農業振興審議会〔 答申案について審議〕  

11 月 4 日 福島県森林審議会〔 答申案について審議〕  

12 月 ２ 日 福島県農業振興・ 森林・ 水産業振興審議会〔 答申〕  

12 月 24 日 政策調整会議〔 策定〕  
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元農 第１ ２ ５ ８ 号 

令和 元年９ 月２ 日 

 

福島県農業振興審議会長  様 

 

福島県知事 

 

新し い福島県農林水産業振興計画の策定について（ 諮問）  

東日本大震災及び原子力災害から の復興状況や時代潮流等を 踏ま え、 長 期的展望に立った

本県農林水産業振興の基本的な方向性を示す必要がある ため、 附属機関の設置に関する 条例

（ 昭和２ ９ 年福島県条例第３ ５ 号） 第２ 条の規定に基づき 、 新し い福島県農林水産業振興計

画の策定について、 貴審議会に諮問し ま す。  

 

３ 農 振 審 第 ４ 号 

令和３ 年１ ２ 月２ 日 

 

福 島 県 知 事 殿 

 

福島県農業振興審議会会長  

 

福島県農林水産業振興計画の策定について（ 答申）  
令和元年９ 月２ 日付け元農第１ ２ ５ ８ 号で諮問のあっ たこ のこ と については、 審議検討の

結果、 別紙「 福島県農林水産業振興計画案」 のと おり 答申し ま す。  

なお、 計画の推進にあたっ ては、 東日本大震災及び原子力災害に加え、 頻発化・ 激甚化す

る 自然災害、 新型コ ロ ナウ イ ルス 感染症拡大に伴う 需要減少など 、 二重三重の深刻かつ甚大

な影響を 受けている 本県の農林水産業・ 農山漁村の状況を 踏ま え、 以下の点に格別の配慮を

払われる よ う 要望し ま す。  

記 

１  県は、 国や市町村、 関係団体と 連携し ながら 、 農林水産業・ 農山漁村を めぐ る 情勢を注

視し 、 生産者等が希望をも っ て活動を 継続でき る よ う 多様化・ 複雑化し ている 課題にき め

細かに対応する こ と 。  

２  本計画は「『 も う かる 』『 誇れる 』 共に創る ふく し ま の農林水産業と 農山漁村」 の実現に

向け、 様々な主体が相互に協力し 取り 組んでいく ための共通の指針と なる も のである こ と

から 、 計画の趣旨や内容等を 広く 周知する と と も に、 計画に基づいた取組や実績の情報発

信に努める こ と 。  

３  県の取組について、 毎年度、 成果・ 実績の進行管理を 行い、 その結果を 次年度の事業等

に反映さ せ、 計画の実現に向けた実効性のある 取組と なる よ う 努める こ と 。  
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任期： 令和 2 年 8 月 1 日から 令和 4 年 7 月 31 日 

氏 名 所属団体・ 役職等 

橋本 克也  福島県市長 会 顧問（ 須賀川市長 ）  

久保木 正大 
（ R3.6.1 ま で）  

 福島県町村会 副会長 （ 泉崎村長 ）  

大宅 宗吉 
（ R3.6.8 から ）  

 福島県町村会 副会長 （ 南会津町長 ）  

奥平 貢市  福島県農業会議 副会長  

橋本 正典  福島県農業協同組合中央会 常務理事 

宗像 実 
（ R3.6.29 ま で）  

 公益社団法人福島県畜産振興協会 会長  

紺野 宏 
（ R3.6.30 から ）  

 公益社団法人福島県畜産振興協会 会長  

菊地 和明  福島県土地改良事業団体連合会 専務理事 

千枝 浩美  Ｊ Ａ 福島女性部協議会 会長  

阿部 哲也  福島県認定農業者会 会長  

齋藤 澄子  福島県指導農業士会 監事 

中田 幸治  一般社団法人う つく し ま ふく し ま 農業法人協会 副会長  

生源寺 眞一 会長  福島大学農学群 食農学類長 ・ 教授 

石井 圭一 副会長  東北大学大学院農学研究科 准教授 

岩崎 由美子  福島大学行政政策学類 教授 

髙野 イ キ子  福島県消費者団体連絡協議会 副会長  

中村 啓子  公益社団法人福島県栄養士会 副会長  

満田 盛護  福島県食品産業協議会 会長  

横田 純子  特定非営利活動法人素材広場 理事長  

小澤 啓子  公募委員（ 農業、 おざわふぁ ーむ（ 株）、 指導農業士）  

関 奈央子  公募委員（ 農業、 (株)さ んさ いフ ァ ーム）  

（ 敬称略）  
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氏 名 所属団体・ 役職等 

橋本 克也  福島県市長 会 顧問（ 須賀川市長 ）  

久保木 正大  福島県町村会 副会長 （ 泉崎村長 ）  

梶内 正信  福島県農業会議 理事 

橋本 正典  福島県農業協同組合中央会 常務理事 

宗像 実  公益社団法人福島県畜産振興協会 会長  

後藤 庸貴  福島県土地改良事業団体連合会 専務理事 

満田 盛護  福島県食品産業協議会 副会長  

高林 き く み  Ｊ Ａ 福島女性部協議会 会長  

生源寺 眞一 会長  福島大学農学群 食農学類長 ・ 教授 

石井 圭一 副会長  東北大学大学院農学研究科 准教授 

岩崎 由美子  福島大学行政政策学類 教授 

中村 啓子  公益社団法人福島県栄養士会 会長  

平久井 信子  福島県消費者団体連絡協議会 会員 

齋藤 澄子  福島県指導農業士会 副会長  

阿部 哲也  福島県認定農業者会 会長  

中田 幸治  一般社団法人う つく し ま ふく し ま 農業法人協会 事務局長  

横田 純子  特定非営利活動法人素材広場 理事長  

小澤 啓子  公募委員（ 農業）  

関 奈央子  公募委員（ 農業、 (株)さ んさ いフ ァ ーム ）  

（ 敬称略）  
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元農 第１ ８ ０ １ 号 

令和元年１ ２ 月３ 日 

 

福島県森林審議会長  様 

 

福島県知事 

 

新し い福島県農林水産業振興計画の策定について（ 諮問）  

東日本大震災及び原子力災害から の復興状況や時代潮流等を 踏ま え、 長 期的展望に立った

本県農林水産業振興の基本的な方向性を 示す必要がある ため、 森林法第６ ８ 条第２ 項の規定

に基づき 、 新し い福島県農林水産業振興計画の策定について、 貴審議会に諮問し ま す。  

 

３ 森 審 第 ８ 号 

令和３ 年１ ２ 月２ 日 

 

福 島 県 知 事 様 

 

福島県森林審議会長  

 

福島県農林水産業振興計画の策定について（ 答申）  
令和元年１ ２ 月３ 日付け元農第１ ８ ０ １ 号で諮問のあっ たこ のこ と については、 審議検討

の結果、 別紙「 福島県農林水産業振興計画案」 のと おり 答申し ま す。  

なお、 計画の推進にあたっ ては、 東日本大震災及び原子力災害に加え、 頻発化・ 激甚化す

る 自然災害、 新型コ ロ ナウ イ ルス 感染症拡大に伴う 需要減少など 、 二重三重の深刻かつ甚大

な影響を 受けている 本県の農林水産業・ 農山漁村の状況を 踏ま え、 以下の点に格別の配慮を

払われる よ う 要望し ま す。  

記 

１  県は、 国や市町村、 関係団体と 連携し ながら 、 農林水産業・ 農山漁村を めぐ る 情勢を注

視し 、 生産者等が希望をも っ て活動を 継続でき る よ う 多様化・ 複雑化し ている 課題にき め

細かに対応する こ と 。  

２  本計画は「『 も う かる 』『 誇れる 』 共に創る ふく し ま の農林水産業と 農山漁村」 の実現に

向け、 様々な主体が相互に協力し 取り 組んでいく ための共通の指針と なる も のである こ と

から 、 計画の趣旨や内容等を 広く 周知する と と も に、 計画に基づいた取組や実績の情報発

信に努める こ と 。  

３  県の取組について、 毎年度、 成果・ 実績の進行管理を 行い、 その結果を 次年度の事業等

に反映さ せ、 計画の実現に向けた実効性のある 取組と なる よ う 努める こ と 。  
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任期： 令和 2 年 7 月 29 日から 令和 4 年 7 月 28 日 

氏 名 所属団体・ 役職等 

阿部 恵利子  郡山女子大学家政学部生活科学科 准教授 

荒川 敦郎  福島県木材青壮年協会 理事 

遠藤 忠一  福島県市長 会（ 喜多方市長 ）  

大宅 宗吉  福島県町村会 副会長 （ 南会津町長 ）  

今野 万里子  公募委員 

齋藤 久美子  公募委員 

齋藤 澄子  福島県女性農業委員会協議会 副会長  

酒井 美代子  公益社団法人福島県建築士会 女性委員会委員長  

白岩 和子  特定非営利活動法人あぶく ま 地域づく り 推進機構 

関 奈央子  福島県市町村教育委員会連絡協議会 

田子 英司 会長 代行 福島県森林組合連合会 代表理事会長  

田坂 仁志  福島森林管理署長  

豊田 新一  福島県林研グループ連絡協議会 会長  

藤野 正也 会長  福島大学食農学類 准教授 

緑川 平壽  福島県指導林家連絡協議会 会長  

（ 五十音順 敬称略）  
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氏 名 所属団体・ 役職等 

秋元 公夫 会長 代行 福島県森林組合連合会 代表理事会長  

遠藤 忠一  福島県市長 会（ 喜多方市長 ）  

大平 宏之  福島県木材青壮年協会 顧問 

小椋 敏一  福島県町村会 会長 （ 北塩原村長 ）  

香月 英伸  福島森林管理署長  

今野 万里子  公募委員 

齋藤 久美子  公募委員 

齋藤 澄子  福島県女性農業委員会協議会 副会長  

酒井 美代子  公益社団法人福島県建築士会 女性委員会委員長  

白岩 和子  特定非営利活動法人あぶく ま 地域づく り 推進機構 

鈴木 キヨ 子  福島県市町村教育委員会連絡協議会 

豊田 新一  福島県林研グループ連絡協議会 会長  

藤野 正也 会長  京都府立林業大学校 客員教授 

緑川 平壽  福島県指導林家連絡協議会 会長  

山本 美穂  宇都宮大学農学部 教授 
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元農 第２ １ ０ ５ 号 

令和２ 年１ 月３ １ 日 

 

福島県水産業振興審議会長  様 

 

福島県知事 

 

新し い福島県農林水産業振興計画の策定について（ 諮問）  

東日本大震災及び原子力災害から の復興状況や時代潮流等を 踏ま え、 長 期的展望に立っ

た本県農林水産業振興の基本的な方向性を 示す必要がある ため、 附属機関の設置に関する

条例（ 昭和２ ９ 年福島県条例第３ ５ 号） 第２ 条の規定に基づき 、 新し い福島県農林水産業

振興計画の策定について、 貴審議会に諮問し ま す。  

 

３ 水 審 第 ５ 号 

令和３ 年１ ２ 月２ 日 

 

福 島 県 知 事 殿 

 

福島県水産業振興審議会会長  

 

福島県農林水産業振興計画の策定について（ 答申）  
令和２ 年１ 月３ １ 日付け元農第２ １ ０ ５ 号で諮問のあっ たこ のこ と については、 審議検討

の結果、 別紙「 福島県農林水産業振興計画案」 のと おり 答申し ま す。  

なお、 計画の推進にあたっ ては、 東日本大震災及び原子力災害に加え、 頻発化・ 激甚化す

る 自然災害、 新型コ ロ ナウ イ ルス 感染症拡大に伴う 需要減少など 、 二重三重の深刻かつ甚大

な影響を 受けている 本県の農林水産業・ 農山漁村の状況を 踏ま え、 以下の点に格別の配慮を

払われる よ う 要望し ま す。  

記 

１  県は、 国や市町村、 関係団体と 連携し ながら 、 農林水産業・ 農山漁村を めぐ る 情勢を注

視し 、 生産者等が希望をも っ て活動を 継続でき る よ う 多様化・ 複雑化し ている 課題にき め

細かに対応する こ と 。  

２  本計画は「『 も う かる 』『 誇れる 』 共に創る ふく し ま の農林水産業と 農山漁村」 の実現に

向け、 様々な主体が相互に協力し 取り 組んでいく ための共通の指針と なる も のである こ と

から 、 計画の趣旨や内容等を 広く 周知する と と も に、 計画に基づいた取組や実績の情報発

信に努める こ と 。  

３  県の取組について、 毎年度、 成果・ 実績の進行管理を 行い、 その結果を 次年度の事業等

に反映さ せ、 計画の実現に向けた実効性のある 取組と なる よ う 努める こ と 。  
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任期： 令和元年１ １ 月１ 日から 令和３ 年１ ０ 月３ １ 日 

氏 名 所属団体・ 役職等 

清水 敏男 
（ R3.9.27 ま で）  

 いわき 市長  

内田 広之 
（ R3.9.28 から ）  

 いわき 市長  

吉田 数博  浪江町長  

江川 章  いわき 市漁業協同組合 代表理事組合長  

佐川 泉  福島県内水面漁業協同組合連合会 代表理事会長  

立谷 寛治  相馬双葉漁業協同組合 代表理事組合長  

野﨑 哲 副会長  福島県漁業協同組合連合会 代表理事会長  

八島 宏幸  農林中央金庫福島支店 営業第二班次長  

鈴木 延枝 
（ R3.3.31 ま で）  

 福島海区漁業調整委員会 委員 

宮下 朋子 
（ R3.4.15 から ）  

 福島海区漁業調整委員会 委員 

久保木 幸子  福島県漁協女性部連絡協議会 会長  

高橋 一泰  福島県漁業協同組合青壮年部連絡協議会 会長  

大越 和加 会長  東北大学大学院農学研究科 教授 

北原 康子  福島県消費者団体連絡協議会 理事 

鈴木 扶美枝  公募委員 

濱田 奈保子  東京海洋大学学術研究院食品生産科学部門 教授 

原田 英美  福島大学食農学類 准教授 

（ 敬称略）  

※ 答申案を取り まと めたのが令和３ 年１ ０ 月２ ５ 日に開催し た審議会であっ たこ と から 、 任期が

令和元年１ １ 月１ 日から 令和 3 年１ ０ 月３ １ 日ま での委員名簿を掲載し ており ま す。  
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